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１ 日  時  令和 2年 9月 1日（火） 午後 2時～ 

 

２ 場  所  甲斐市役所本館 3階 大会議室 

 

３ 日  程   

 

日程第１  会期の決定 

 

日程第２  仮議席の指定 

 

日程第３  選第１号 甲斐市農業委員会会長互選の件 

 

日程第４  選第２号 甲斐市農業委員会副会長互選の件 

 

日程第５  議席の決定 

 

日程第６  議事録署名委員の指名 

 

日程第７  選第３号 甲斐市農業委員会運営委員会の選任の件 

 

日程第８  議案第 35号 甲斐市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱の件 

 

４ 欠席委員  なし 

 

５ 議事録署名委員 １番 中村 敬一 委員、２番 花田 弘樹 委員 

 

６ 職務のために会議に出席した者の職氏名 

  農業委員会事務局長   箭本 太 

農業委員会事務局庶務係 高須 秀樹 

農業委員会事務局庶務係 赤澤 政文 

  農業委員会事務局庶務係 藤井 想 

 

７ 閉 会： 午後 2時 51分 
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【事務局長】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事務局長】 

 

 

 

 

 

【臨時議長】 

 

 

 

 

 

 

（日程第１） 

（会期の決定） 

只今より令和 2年第 9回の臨時総会を始めさせていただきます。 

始めにあいさつを交わしたいと思います。その場でご起立をお願いし

ます。 

 

相互に礼。 

 

ご着席ください。 

 

本日の日程につきまして簡単に説明させていただきます。お手元に

「令和２年第９回甲斐市農業委員会臨時総会議事日程」が配布されてい

ると思いますが、会長、副会長、運営委員の選出及び農地利用最適化推

進委員の委嘱について審査をしていただきます。総会閉会後、説明会を

開催する予定になっております。よろしくお願いします。 

それでは議事に入るわけですが、本来であれば会長が議長を務めるこ

ととなっておりますが、初めての総会であり、会長が決まっておりませ

んので、地方自治法第 107条の規定に準じ、最年長の委員さんに臨時議

長をお願いすることとなっておりますので、皆さんにご異議がなければ

最年長委員の神澤安行委員にお願いしたいと思いますが、これにご異議

ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

ありがとうございます。 

それでは、ご異議がないようでありますので、神澤委員は議長席へお

願いします。 

 

（臨時議長 着席） 

 

はじめまして、ただいま局長から説明がありましたように、臨時議長

を務めろということですので、不慣れではありますが、ご協力をお願い

致します。 

座らせていただきます。 

 只今の出席委員は 19 人であります。定足数に達しておりますので、

ただちに議事に入りたいと思います。 
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【臨時議長】 

 

 

 

 

 

 

（日程第２） 

（仮議席の指定） 

【臨時議長】 

 

 

 

 

 

【臨時議長】 

 

 

（日程第３） 

（選第 1号） 

及び  

（日程第 4） 

（選第 2号） 

【臨時議長】 

 

 

 

【事務局長】 

 

 

 

 

 

 

 

【臨時議長】 

 

日程第１、会期の決定ですが、本総会の会期は、本日１日と致します

が、ご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議なしの声でありますので、本日１日と決定致します。 

 

 

 

次は日程第２、仮議席の指定でありますが、議席の指定につきまして

は、各委員が今座っている場所を仮議席とすることに、ご異議ございま

せんか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議なしの声でありますので、仮議席は現在着席している議席に指定

します。 

 

 

 

 

 

 

次に日程第３ですが、選第１号、甲斐市農業委員会会長互選の件、こ

れを議題とします。 

事務局より説明をお願いします。 

 

甲斐市農業委員会会長互選の件ですが、甲斐市農業委員会規程第３条

により、「会長の互選は、委員の単記無記名投票により行い、投票の最多

数を得た者を当選人とする。」となっておりますが、「出席委員全員に異

議のないときは、これらに規定する互選は、指名推選の方法によること

ができる。」となっておりますので、投票による方法もしくは全委員が賛

成すれば指名推選によることもできます。 

以上です。 

 

ありがとうございました。 

 ここで暫時休憩に入ります。 
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【臨時議長】 

 

 

 

 

【山田委員】 

 

 

 

【小宮山委員】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【臨時議長】 

 

 

 

 

 

【臨時議長】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （暫時休憩） 

 

 再開致します。 

 投票もしくは指名推選のどちらの方法でやりますか。委員さんのご意

見をお願いします。 

 挙手をお願いします。また名前、番号を言ってください。 

 

 はい、15番山田と申します。 

 お互いの顔も分かりませんし、新しい方もおりますので、指名推選で

いっていただきたいと思います。 

 

 はい、16番小宮山です。 

 会長の互選につきまして、今まで各地区の推薦で持ち回りということ

でやってきました。一時、投票ということをやったのですが、色々と問

題が出て後々までしこりが残ってはいけないと、投票したのは 20 期の

時ですが、色々と問題がありまして、その次の 21 期からは持ち回りと

いうことで会長を決めていきましょうということで、今までやって各地

区で会長と副会長を推薦してきましたので、これからも持ち回りでやっ

ていった方が良いと思いますのでよろしくお願いします。 

 

 ありがとうございました。 

 お二人の意見をいただいたわけですが、指名推選かつ旧町の持ち回り

という意見ですが、ご異議ございませんか。 

 

 （異議なしの声）  

 

 異議なしの声ですので、異議なしと認めます。 

 甲斐市農業委員会会長及び副会長の互選の件については、指名推選に

よる方法と致します。 

 それでは日程第 4、選第 2 号、甲斐市農業委員会副会長の互選の件で

すが、これも併せて竜王地区から会長、敷島・双葉地区から副会長 1名

ずつ協議の上で推薦をお願いします。 

 ここで暫時休憩に入ります。 

 

 （暫時休憩） 
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【臨時議長】 

 

 

 

 

 

 

 

【臨時議長】 

 

 

 

 

 

 

 

【事務局長】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会長】 

 

 

 

 

 

【議長（会長）】 

 

 

（竜王地区は２階第一会議室、敷島地区は３階庁議室、双葉地区はこ

の 場所。それぞれ移動） 

 

 それでは臨時総会を再開致します。 

 選出結果を報告致します。 

 会長は仮議席 16 番、小宮山敏春委員、副会長は仮議席 3 番、有泉善

人委員、19番の私、神澤安行です。この 3人を指名致しますが、拍手を

もって承認願います。 

 

 （拍手多数） 

 

 ありがとうございました。 

 選第１号、甲斐市農業委員会会長互選の件、及び選第２号、甲斐市農

業委員会副会長互選の件は承認されました。 

 

只今指名のありました 16 番の小宮山委員が会長に決定されましたの

で、私、神澤臨時議長の職務はすべて終了しました。ご協力ありがとう

ございました。 

 

 どうもありがとうございました。 

 それでは会長に決まりました小宮山敏春委員は、前の議長席の方へお

願い致します。 

 

 それでは小宮山会長からあいさつと会議の進行をお願いします。よろ

しくお願いします。 

 

（会長、議長席に着席） 

 

 只今、指名されまして会長職をお受けました小宮山でございます。甲

斐市農業委員会が発展していけますように頑張って参りたいと思いま

す。慣れない分、色々と皆様にご協力をいただかなければやっていけま

せんので、よろしくお願い致します。 

 簡単ではございますが、あいさつに代えさせていただきます。 

 

 それでは議長の職を務めさせていただきます。よろしくお願い致しま

す。 

次に、甲斐市農業委員会規程第２条第４項の規定により、副会長が会
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【議長】 

 

 

 

 

【神澤副会長】 

 

 

 

 

【有泉副会長】 

 

 

 

 

 

（日程第 5） 

（議席の決定） 

【議長】 

 

 

【事務局長】 

 

 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

 

長の職務を代理する場合、会長が順位を定めなければなりませんので、

ここで暫時休憩します。 

 

（暫時休憩） 

 

それでは再開します。 

 順位を定めましたので報告します。 

1番神澤委員、2番有泉委員と致します。 

ここで、副会長にごあいさつをお願いします。 

 

 戸惑っていますが、副会長ということでお受けしたのですが、（副会長

の）1 番ということで、会長が都合が悪いとなったら私という重大な責

任があると思っていますが、精いっぱい頑張りますのでよろしくお願い

します。 

 

 副会長の職をいただきました双葉地区の有泉です。1 年目ということ

で、まだ農業委員会の十分な知識がございません。農業委員の先輩方が

いらっしゃいますので、その方々のご指導・ご意見をいただく中で甲斐

市の農業委員会が円滑に進むよう努力したいと思います。よろしくお願

い致します。 

 

 

 

次に日程第５、議席の決定を議題とします。 

事務局より説明をお願いします。 

 

甲斐市農業委員会会議規則第 7条の規定により「委員の議席は、委員

の任期満了による任命後最初の総会において、くじで定める」となって

おりますが、現在の着席は年齢順に着席していただいておりますが、特

にご異議・問題等がなければ、現在の着席順どおりで仮議席の番号を議

席番号にしていただきたいと考えておりますがよろしくお願いします。 

以上です 

 

ご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 
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【議長】 

 

 

 

（日程第６） 

（議事録署名委員

の指名） 

【議長】 

 

 

 

（日程第７） 

（選第３号） 

【議長】 

 

 

 

【事務局長】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

 

 

 

 

 

 

ありがとうございました。 

只今事務局から説明がありましたが、仮議席をもって議席に決定とし

ます。 

 

 

 

 

次に日程第６、議事録署名委員の指名を行います。 

議事録署名委員は議席番号１番中村委員と２番花田委員を指名致し

ます。 

 

 

 

次に日程第７、選第３号、甲斐市農業委員会運営委員の選任の件を議

題とします。 

事務局より説明をお願いします。 

 

甲斐市農業委員会運営委員の選任の件でございますが、甲斐市農業委

員会運営委員会規程の第３条によりまして、農業委員会の会長と副会長

及び旧町ごとに 2人を選出することとなっております。 

運営委員は、原則、総会当日の 1時間前に開催する運営委員会に出席

をしていただきます。議案で調整等が必要な場合や総会後に開催する全

員協議会の事前協議等を行っていただくものでございます。 

運営委員の選出につきましては、先程、会長・副会長を指名していた

だく際に既にお決めいただいていると思いますので、こちらから報告を

させていただきます。 

以上です。 

 

ありがとうございました。 

それでは、旧町ごとに２人の運営委員を選出していただいき、私まで

報告をしていただきました。 

運営委員の選出結果を報告します。 

 旧竜王地区、議席 10番齋藤委員、議席 13番坂本委員、 

 旧敷島地区、議席 11番窪田委員、議席 18番山本賢治委員、 

 旧双葉地区、議席 2番花田委員、議席 7番雨宮委員、 

以上６人と会長及び副会長２人の計９人が選出されました。ご異議ご

ざいませんか。 
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【議長】 

 

 

（日程第 8） 

（議案第 35号） 

【議長】 

 

 

 

【事務局長】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（異議なしの声） 

 

ご異議なしの声をいただきましたので、よって、報告のとおり承認す

ることに決定します。 

 

 

 

次に日程第８、議案第 35 号、甲斐市農業委員会農地利用最適化推進

委員の委嘱の件を議題とします。 

事務局より説明をお願いします。 

 

はい。 

議案第 35 号、甲斐市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱の件

について、次の方について、甲斐市農業委員会農地利用最適化推進委員

に委嘱したいので、農業委員会等に関する法律第 17 条第 1 項の規定に

より、農業委員会の承認を求めるものでございます。 

1番でございます。住所が甲斐市竜王 1953番地、中島民雄様、生年月

日、担当区域につきましては省略させていただきます。 

２番、甲斐市篠原 973番地、深澤三郎様、 

３番、甲斐市西八幡 985番地、伊藤幹夫様、 

４番、甲斐市下福沢 21番地、中村理様、 

５番、甲斐市亀沢 3704番地、大沢正彦様、 

６番、甲斐市吉沢 141番地、小田切一正様、 

７番、中央市山之神 2257番地 5、大久保和仁様、この方につきまして

は、現在市外の方になっていますが、大久保出身で大久保地内に農地を

所有し、大久保自治会に加入されているということでございますので、

大久保さんにお願いをしたいと考えております。 

８番、甲斐市大下条 1138番地、中込勝彦様、 

９番、甲斐市龍地 6650番地、石川正美様、 

10番、甲斐市大垈 2593番地、中村恭全様、 

11番、甲斐市宇津谷 2473番地 1、中村眞知子様、 

12番、甲斐市下今井 1621番地、輿石武人様、 

13番、甲斐市志田 16番地、原田陽造様、 

14番、甲斐市宇津谷 4383番地、小林和彦様、 

15番、甲斐市宇津谷 5746番地、鰻池治様、 

以上の 15 名になります。提案理由につきましては、農業委員会等に
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【議長】 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

 

 

 

【議長】 

 

 

 

 

【事務局長】 

 

 

 

       

関する法律により、農地利用最適化推進委員を委嘱するためでございま

す。これが、この案件を提出させていただく理由であります。 

よろしくお願い致します。 

 

説明が終わりました。 

これより、質疑に入ります。質問がる方はいらっしゃいますか。 

 

（なしの声） 

 

ないようですので、 

それでは、これよりを採決します。 

議案第 35号について、原案に賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

挙手多数と認めます。よって、議案第 35号は、原案のとおり決定いた

します。 

 

以上で、本総会の案件は、すべて終了しました。 

 

スムーズな議事進行にご協力いただきましてありがとうございまし

た。 

これをもちまして、臨時総会を閉会と致します。 

 

 

 

 

 

午後 2時 51分 閉会 

 

  

 


